
令和２年１２月８日

行 動 計 画（ 第 四 回 ）

一般社団法人四国クリエイト協会

職員が仕事と生活との調和を図り、働きやすい雇用環境を作ることによって、すべて
の職員がその能力を十分に発揮できるようにするため、次のように行動計画を策定する。

１．計画期間 令和 ３ 年 １ 月 １ 日から令和 ７ 年 ３ 月３１日までの４年３月間

２．内 容

目標１．所定外労働を削減するため、「ノー残業デー」を設定し、

実施する。

＜対 策＞

・令和３年１月 当会のイントラネット等を活用して周知徹底を図る。

・令和３年２月 管理職会議を開催し、趣旨の徹底を図る。

目標２．育児・介護休業、所定外労働の免除、時間外勤務等の制限、育
児短時間勤務及び子の看護休暇・介護休暇等、育児・介護休業法

に基づく諸制度の周知徹底を図る。

＜対 策＞

・令和３年１月 就業規則等を再度周知徹底を図る。

・令和３年２月 管理職会議を開催し、再度の趣旨の徹底を図る。

目標３． 計画期間中、年次有給休暇の取得率を付与日数の６０パーセ

ント以上となるよう、取得の促進を図る。

＜対 策＞

・令和３年１月 年次有給休暇の計画的取得を実行するよう周知徹底
を図る。

・令和３年６月 夏期期間については、年次有給休暇取得計画を作成
する等して休暇取得の促進を図る。


